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様式第 3 号(第 4 条関係)  

会議録 

■附属機関等の会議の名称 

第１８回篠山市原子力災害対策検討委員会 

■開催日時 

平成２８年１２月２１日(水)  １４時００から１６時００分まで 

■開催場所 

篠山市役所本庁舎３階 ３０１会議室 

■会議に出席した者の氏名 

(1) 委員１３名 

(2) 執行機関事務局４名 

(3) その他０名 

■傍聴人の数 

０名 

■議題及び会議の公開・非公開の別 

公開 

■非公開の理由 

なし 

■会議資料の名称 

資料－１ 平成 28年度 安定ヨウ素剤配布状況集計表（速報値） 

資料－２ 安定ヨウ素剤の保管に関するアンケート調査表（案） 

資料－３ 
篠山市原子力災害対策ハンドブック（案） 

  原発災害にたくましく備えよう 

資料－４ ハンドブック再考（案） 

 

■会議次第 

１．開 会 

２．報 告 

（１）委嘱状交付 

（２）今年度の安定ヨウ素剤事前配布説明会の結果について 

（３）安定ヨウ素剤の保管に関するアンケート調査表について 

（４）ひたちなか市との３歳未満児向けゼリー状安定ヨウ素剤共同購入 

を検討する件について 
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３．協 議 

（１）篠山市原子力災害対策ハンドブックの作成について 

４．その他 

５．閉 会 

 

■会議録 

 １．開 会 

事務局（課長） ただいまから第 18 回目となります、篠山市原子力災害対策検討委員会を始

めさせていただきます。委員長のほうで進行をお世話になりたいと思いま

すので、よろしくお願いいたします。 

委員長 はい。みなさんこんにちは。本日は第 18 回ということで、ご出席いただき

まして大変ありがとうございます。今日は報告事項ということで、第 2 回

目になりますが、安定ヨウ素剤の事前配布をさせていただいた状況の報告

等、それから協議として、これまでからずっとお世話になってまいりまし

た、原子力災害対策ハンドブックの作成ということで、できれば今日この

ハンドブックをおおむね了解いただいて、この後市長のほうに委員会とし

て報告をしていただき、それを受けて市長から議会のほうへ報告をしてい

きたいというような予定をしております。大変お世話になりますがよろし

くお願い申し上げます。 

 

 ２．報告事項 

  （１）委嘱状交付 

  （２）今年度の安定ヨウ素剤事前配布説明会の結果について 

委員長 それでは今年度の安定ヨウ素剤事前配布説明会の結果ということで、つい

先日 2 回目の配布を終えております、その結果及び平成 27 年度と合計し

たもので報告をお願いします。 

事務局（課長） はい。資料 1 につきましては、今年度実施をさせていただいた事前配布の

速報値という形で、各会場ごとに配布させていただいた人数等を記載させ

ていただいております。次第に記載している部分につきましては、今年度

に 13 歳以上で受領していただいた方は 557 名、3 歳から 12 歳が 235 名と

いうことで、合計 792 名の方に新たに受領をしていただいております。そ

れとあわせて、昨年度 1 丸の配布であった小学校 6 年生が中学校 1 年生に

なったということで、服用数の変更に伴う更新という形で交換をさせてい

ただいた人数が 153 名おられました。返却についてですけども、転出並び

に死亡に伴います部分が 13 歳以上で 39 名、3 歳から 12 歳で 8 名、合計

47 名分の返却を受けております。それをあわせて、実際に配布をさせてい
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ただいている合計が、12,703 名となります。 

あわせて、受領率についてですけども、3 歳以上の人口が 41,720 名であり、

受領していただいた方が今現在 12,703 名ということで、30.4％の受領率と

なっております。それから、最も受領していただきたいと考えておりまし

た、3 歳以上 13 歳未満につきましては、3,341 名中 2,462 名の方に受領を

していただいて、受領率は 73.6％という結果になっております。 

委員長 はい。先程の報告について、なにかご質問なりご意見ございますか。もし

何かございましたら後ほどでもお伺いしたいと思います。次に移らせてい

ただきたいと思います。（３）安定ヨウ素剤の保管に関するアンケート調査

表について、事務局からお願いします。 

 

   （３）安定ヨウ素剤の保管に関するアンケート調査表について 

事務局（課長） はい。前回の検討委員会で、アンケートの内容について事務局案をお示し

させていただいたわけですけども、その中で修正等のご意見が出たものを

今回反映させていただいております。まず、両面印刷させていただいてい

る裏面になりますけども、Ⅱ【７】のところで、服用後の対応について教

えてくださいという設問ですけども、「特に何もなかった」という設問を「特

に何もしなかった」という形に変更させていただいたのと、市役所に連絡

したかどうかという部分については、今現在市役所への報告等はないとい

うことで、削除という形をとらせていただいております。その次のⅢのと

ころですけども、当初、原発事故の考え方ということで設問をさせていた

だいていたんですけども、安定ヨウ素剤事前配布事業についてというふう

に表現を変えさせていただいております。それから回答の部分で、「１ 安

心した」という回答を「１ 配布前に比べて安心した」というふうに表現

を付け加えさせていただいているのと、１，２でそれぞれで安心した又は

不安になったと回答した理由をお書きくださいという部分を設けておりま

す。以上、前回の委員会で出た意見を反映した形で修正したものを今回提

示させていただいております。 

委員長 はい。これにつきまして何か。 

A 委員 このアンケートは非常に大事なことだと思っておるんですけども。こうい

うアンケートをとった場合、このアンケート結果をどのように利用するか

ということを、我々が病院なんかでやる場合にも、たとえば研究であると

か学生の教育に利用するとか、そういう一文を加えることが割と多いんで

すけども。と申しますのは、今年の 4 月にお諮りしたんですけども、私自

身が環境省の放射線の健康影響に関する研究調査事業に携わっておりまし

て、この 12 月 10 日もその事業に参加してまいりました。その時に、この
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篠山市のハンドブック、それから安定ヨウ素剤の配布に関して市として責

任を持ってその後の調査追跡をしております、その結果もちゃんと報告し

ますということもむこうで言っております。そういうことをしますよとい

うふうにみなさんにお諮りしたら、構わないということでしたので、そう

いうことをさせていただいておるんですけども。そのことを鑑みて、たと

えば今回の安定ヨウ素剤の市民への配布、そのアンケート調査結果が、環

境省の研究事業などに利用されるということは書かなくてもいいのかどう

かということなんですけども。 

B 委員 個人の特定はできないし、ビッグデータの一つとして利用していいんじゃ

ないかと思いますけどね。 

A 委員 特にこのアンケート用紙にその一文は載せる必要は無いですか。 

B 委員 載せる必要ないんじゃないですか。 

A 委員 そうですか。環境省ですから、あとからたとえばそれを広報であるとかそ

ういうものに使う可能性があるわけです。 

B 委員 その時にむこうが断ってきますよ、使っていいかというのは。 

A 委員 その時になってでよろしいですか。わかりました。そういう意見も出てお

るんですけども、これはみなさんで諮っていただきたいと思いまして。 

委員長 できれば、これは最終的には市でアンケートをするので、今 B 委員からあ

ったご意見等も含めて、最終的にどの程度の説明文にするのか、市のほう

でも協議をしながら。 

A 委員 そうですね、生データだけじゃなく、どこまで開示するかという問題もあ

りますよね。 

委員長 はい。他、なにかございますか。 

C 委員 Ⅲ【１】なんですけども、配布前に比べてどうかという選択肢がありまし

て、その下に「１、２と回答した方は理由をお書きください」と書いてあ

るんですが、これはどちらを選んでも理由を書くということですよね。 

事務局（課長） そのように考えております。 

C 委員 はい。私ちょっと見間違えて、２と回答した方だけ理由を書くのかなと思

って見てしまったんですけど。「その理由もお書きください」ぐらいのほう

がわかりやすいんではないかなと思いました。 

委員長 並んでますからね。ちょっとそこは誤解のないように、少し書き方を考え

てください。他なにかございませんか。そうしましたら、今いただいた意

見については市のほうでもお預かりさせていただいて、このような形で今

後アンケート調査をするということで進めさせていただきます。 

それでは次にいかせていただきまして、（４）ひたちなか市との３歳未満児

向けゼリー状安定ヨウ素剤共同購入を検討する件について、お願いします。 
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事務局（課長） はい。資料は付けさせていただいていないんですけども、D 委員から情報

提供をしていただきました。ひたちなか市につきましては、5 ㎞圏と 30 ㎞

圏を含んだ市になりますが、5 ㎞圏での線引きはできないという市長の考

えもありまして、30 ㎞圏についても事前配布をされており、特に 3 歳未満

児向けのゼリー状安定ヨウ素剤の購入について検討をされておられまし

た。当初、ひたちなか市がメーカーの日医工に確認したところ、100,000

包か 10,000 包単位でないと販売できないというような回答を受けておら

れまして、ひたちなか市におきましては 3 歳未満が約 8,000 人おられ、

10,000 人に足りないということで、篠山市の備蓄なり事前配布とあわせて

10,000 包で共同購入できないかということを検討されていたようです。篠

山市の人口につきましては、1 歳ごとで約 300 人前後で、3 歳未満であれ

ば 1,000 人前後ですので備蓄用に 1,000 包、事前配布用に 1,000 包という

ような形であれば 2,000 包確保でき、共同購入という形もできるというふ

うに先方も考えておられて、情報提供いただいた後に市民安全課から先方

の担当部局に問い合わせをさせていただいたんですけども、ひたちなか市

の回答によりますと、メーカーからの連絡があり、生産能力自体はあるわ

けですけども、あくまで国が定めている 5 ㎞圏の事前配布並びに 30 ㎞圏

の備蓄分のみを受注するということで、ひたちなか市が考えておられる 30

㎞圏の事前配布や、篠山市が取り組んでおります 30 ㎞を超える自治体での

配布に係る受注はできないというようなお返事を聞いておりますので、現

段階で共同購入というような形はひたちなか市においても白紙に戻ってい

るような状態でございます。今後そのような需要があれば国のほうでも検

討するというような形になっておりますので、それがわかり次第篠山市と

してもひたちなか市と共同する等で生産できるような数を確保して、3 歳

未満の方へのゼリー剤の配布を考えていきたいと思っております。以上で

す。 

委員長 はい。この件について何か。 

D 委員 これは先週に、美浜の会という大阪にある団体の方からのメールで知った

ことなんですけども、ひたちなか市のほうに実際に行かれて聞き取り調査

をされて、その調査をされた段階では、ひたちなか市が日医工に見積りと

いう形で出したところ、今事務局からあったとおり、10,000 ロットか

100,000 ロットかのどちらかで数が揃うならば、1 包 400 円で見積書が出

てきましたということで。篠山市と共同購入という手もあるんじゃないか

ということで間をつながせていただいたんですけども、結局は先程のご報

告のとおりで、日医工のほうからまた新たにひたちなか市あるいは篠山市

のほうに連絡があって、国が全量管理するという形で、日医工としては国
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以外には売るつもりはないというご回答を得たということで。今後篠山市

は、7 月の委員会で 3 歳未満児向けのヨウ素剤が入手可能であれば購入し

て配布していく方向でいくということは既に委員会のほうでも話し合って

決定されたと思いますので。それは今年度分だけではなくて来年度分も全

量国が管理するというふうに日医工から連絡があったんですか。 

事務局（係長） いつまでというのはまだ決まっていないけれども、今のところ販売は国の

方針に定めるところ以外にはできませんということです。茨城県におきま

しても備蓄分は県が管理するので、備蓄用もひたちなか市のほうに下りて

くるわけではないですということですので、とりあえず今のところはでき

ないと。できるようになったらまた相談しましょうということでひたちな

か市の担当の方とはお話をさせていただいたところです。また情報があり

ましたらお互いに交換していきましょうということにはさせていただきま

した。 

E 委員 5 ㎞圏内はひたちなか市の判断ですか。 

事務局（係長） ひたちなか市につきましては、30 ㎞圏内につきましても事前配布を行われ

ています。やり方としては、人口 16 万人いらっしゃるので、篠山市や国が

やったような、説明会場で皆に説明を聞いてもらってという形は難しいの

で、薬局配布方式という薬剤師さんの問診のみで配布するという方法をと

られました。ただ、そのやり方については国のほうから少し指導が入って、

それは適切でないということを言われたので今後検討しますということを

おっしゃっていましたけども、事前配布はやっていきたいということは考

えておられます。その中で 3 歳未満向けのものが発売されたので、篠山市

と同じように 3 歳未満への対応と考えて、一旦見積もりは取ったけれども、

日医工のほうからやはり国の方針に従った分しか今のところ受注はできな

いという断りを受けたということでした。 

E 委員 5 ㎞圏内の分はひたちなか市さんは買えないんですか。 

事務局（係長） それは国と県が管理をされているので、ひたちなか市としては対応できな

いということでした。発売当初に新聞報道でもありましたように、今後国

も検討するということではありましたけども、今のところはそれ以外のと

ころには販売できないということでありましたので、できるようになった

ら一緒に考えていきたいと思っています。 

D 委員 東海村のすぐ南なんですよ、ひたちなか市というのは。なので、5 ㎞圏も

30 ㎞圏も同じ市の中にあるということなんですけども。日医工が販売でき

ないという法的根拠が私にはいまいちわからなくて。数も 10,000 包揃うの

に、どういう理由で販売できないのかという、それは政府からの通達なの

かなんなのか、そのあたりがちょっとはっきりわからないんですけども。
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うがった見方をすれば、国から意地悪されてるような感じが見受けられる

というか。国が管轄しているところ以外へのゼリー剤の販売については、

売ってはだめだというふうに日医工にプレッシャーをかけているのか、そ

のあたりのはっきりしたところは私自身もわからないんですけど、もしひ

たちなか市と篠山市以外でも今後、事前配布あるいは備蓄をする中で自治

体独自で購入する分で、3 歳未満児へ対策も講じたいという自治体がもし

増えれば、100,000 ロットになれば状況は変わるのか、現段階では難しい

ということですけども、既に薬剤はある、あとは販売してくれるかどうか

だというところまで来ているということで、とりあえずご報告です。 

委員長 はい。この件について何かございますか。 

B 委員 これは子どもだからだめなんですか。ちょっと理由がよくわからないです

ね。 

D 委員 理由がわからないんですよ。薬事法にかかってますよね、丸薬のほうは。

たとえば劇薬指定なのかどうなのかとか。 

E 委員 劇薬は、今まである粉状の薬だけだったと思います。ゼリーも劇薬じゃな

いと思います。 

D 委員 劇薬とかじゃなくても、薬としてというよりはむしろ、被ばくの軽減を図

るための、5 ㎞圏内の事前配布用に開発されたものなのか、そのあたりの

法律のことは詳しく分からないんですね。だから、ゼリー剤のステータス

というのはよく分からないんですけども。そのあたりは、専門家の先生方

がご存知であれば教えていただきたいぐらいなんですが。 

F 委員 推論だけになっちゃうので、直接だめだと言ってるところに聞くのが一番

ですね。 

D 委員 それはどこになるんですかね。日医工ですか。 

F 委員 だめだと言ったのはメーカーですよね。 

E 委員 要するにどうすればだめじゃなくなるんですかという聞き方をすれば。 

委員長 そのあたりを聞くぐらいは充分できることなので。聞いたところによると、

見積書も回収されたぐらいですから、かなりストップがかかったと思いま

す。 

E 委員 日医工は最初は売るつもりだったということですよね。 

委員長 ちょっとそういう、打ち合わせ不足だったかもしれませんしね、国との間

で。国はもともとそういう予定はなかったのに、日医工がちょっと先走っ

たのかもしれませんし。そういうことも含めて事務局のほうでいろいろと

聞いてみて、またご報告できればと思います。 

F 委員 ちなみにこれは海外では売ってるんですか。 

E 委員 売ってます。 
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F 委員 個人輸入は可能ですよね。 

E 委員 僕は個人輸入してます。 

F 委員 だったら篠山市で個人輸入できないことはないですよね。 

E 委員 でも高いですけどね。 

D 委員 なんで一社独占製造販売なんですかね。 

F 委員 儲からないからじゃないですか。 

E 委員 今までそんなに売れるようなものじゃなかったと思いますし。 

A 委員 それに成分がかなり不安定で保証されないということがあって、国のほう

としてもちょっと統制をとりたいというところが本当の話じゃないかなと

思うんですけどね。 

委員長 はい、そういった点も含めて、また確認させていただいて報告させていた

だきたいと思います。 

そうしましたら次に協議事項ということで、原子力災害対策ハンドブック

の作成について、事務局からお願いします。 

 

 ２．報告事項 

  （１）篠山市原子力災害対策ハンドブックの作成について 

事務局（課長） はい。前回、E 委員を中心にハンドブックの作成をしていただいたわけで

すけども、仕上がった段階で、今日の委員会に先立って修正点等の照会を

させていただいていました。A 委員のほうからいただいた資料 4 を見てい

ただきますと、上段が当初ご案内させていただいていたものですけども、

それは少し適切でないということで、被ばくに関係する部分については、

下段のような形で表現するほうがよいのではないかというご意見をいただ

いております。 

A 委員 私のほうから補足いたします。4 ページ、5 ページに関しての内容なんです

けども、資料 4 を見ていただきますと、今ご説明にありました通り、上段

が原案です。それに対して、昨日慌てて私が作りましたのが下段です。な

ぜこのような形になったかと申しますと、まず 4 ページに関しましては、

直接作用・間接作用というお話がございます。この説明自体がガイドブッ

クに必要かどうかということもまずありましたし、ここに単純に書かれて

おります、放射線の直接作用あるいは間接作用によって染色体が破壊され

るという、もちろんそれはそうなんですけども、ことはこれほど簡単では

ございませんで。人間の体というのはご存知のとおり非常に修復能力が高

いものです。皆様方も毎日 5,000 個ぐらいはがん細胞ができております。

それをどんどん淘汰する能力というのがあるということと、それはできて

しまったものに対する能力ですし、それ以前のものとして、DNA の損傷自
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体を修復する能力というのは、原生動物から霊長類に至るまでの中で霊長

類が一番強いわけです。そういったことは我々の業界では常識的になって

おりまして。ここにはまずその修復のことが書かれていないということと、

細胞が死ぬあるいは修復されずに細胞が変質と書いてありますけども、少

しだけ専門的な話をさせていただきますと、DNA が損傷してミスコピーさ

れたようなものは勝手に淘汰されていきます。中途半端にコピーされたも

のが変性を起こしたりがんになったりすると、そういうことなんですね。

これを説明していくとなるとなかなか大変なことで、一つの要因だけでは

ありませんし、ここでこれを述べるのはちょっといかがなものかなと。ま

してや間接作用直接作用ということになりますと、ドクターサイドでもそ

の知識の無い人間も結構いるかと思います。これをちゃんと説明できる人

間はなかなかいないと思いますのでね。それともう一つ言いますと、これ

に関しても環境省の専門家の人たちと話をしてて、まずこういうものを出

しますと、修復のこと書いてないよね、あるいは発がんのこと書いてない

よねと、いっぱい突っ込まれるわけですよ。だからあまり詳しい専門的な

ことを書くべきなのかどうなのか、必要であれば絶対に書くべきだと思う

んですけども、あえて書いて新たな指摘をいただくようなことは書く必要

がないんじゃないかなと、そういうことです。せっかく他の部分が良いと

思いますのでね。これはいかにも残念だなということが一つ。まずそれが

4 ページ。 

5 ページ目に関しましては、内部被ばく・外部被ばくについて、これは本

当に間違っております。漫画としてはよくできておるんですけども、外部

被ばく・内部被ばくというのは、本当はもっと単純で、下に書いてありま

すように、内側に取り入れられたものから被ばくするのが内部被ばく、外

側から被ばくするのが外部被ばくです。ところが、汚染ということになり

ますと、ここに本当にみなさんに強調したかったのは汚染ということです。

本当の原子力災害の場合には汚染が起こるわけですけども、汚染というの

は、たとえば放射性物質が皮膚に付いたとしたら、皮膚の表面から入って

くる汚染物質による外部被ばくと、中に取り込まれたものからの内部被ば

くと両方あるわけです。たとえばここでは白内障とか書いてありますけど、

まず白内障は外部被ばくですし、第一、水晶体というのは血管がございま

せんので、血液によって物質は運ばれませんのでこれは間違いです。です

から、こういった小さなミスがありますと、それを指摘する方というのは、

それ見たことか、間違ってるじゃないかと、文書全体の信ぴょう性を疑わ

れるというというふうにとられてしまうんですよね。ですからこういうこ

とは非常に気を付けたほうがいいし、外部被ばくによる、内部被ばくによ
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るという、それを弁護するんではなくて、いろんな要因があるものを、た

とえば健康食品で多くの方にすごい効果があるというようなことを言って

しまうと、それだけでエビデンスの問題ということになっちゃって、眉唾

物というふうにとらえられてしまいますのでね。あまりそこまで踏み込ん

だ言い方をする必要はないんじゃないかということと、逆に言えば概念的

に、下に私が書いたような図で、外側からと内側からがあるという、まず

この概念を持ってもらうことのほうが大事なんじゃないかということで、

ちょっと単純化してこのようにさせていただきました。一つ一つを説明し

ていくと長くなりますので、概ね私の考えはそういうことです。それで、

とにかく一番強調したかったのは、汚染というのは単純ではない、非常に

複雑なものである、だから大きく汚染は内部被ばくプラス外部被ばくであ

るということをもっと強調したほうがいいんじゃないかということです。 

E 委員 はい。これはもう全くその通りで、A 委員が環境省の委員の方に見ていた

だいて、他をすごく評価してくださっているということで。だけどこれが

あると絶対ここで、ここだけで全部信ぴょう性がないということにされち

ゃうよということで。この内容はこのハンドブックの中でそこまで詳しく

言う必要もないし、詳しく言えば言うだけ批判を受けやすいということも

よく分かりましたので。これは割とどこでも使われてるオーソドックスな

図なんですけど、これを一度漫画家さんに、彼女のタッチでの絵にしてい

ただいて、その意味でイラストは後日差替え予定というふうに書いていた

だいたんですけども、そうしたいと思います。通常あんまり汚染って言わ

れなくて、放射線防護の医療ではよく汚染と書かれてるんですけども、外

部被ばくと内部被ばくとがすっぱり分かれてるかのような、でも実際どこ

まで外部でどこまで内部かというのは実は曖昧で、たとえば鼻の中はどう

なのかとか、そういうようなことがいちいち出てきてしまうところなので、

逆に汚染というカバーのし方はとても大事だなということで。汚染に気を

つけなさいということですよね。だからそれをこの左のページできちんと

書くと、通常の方は外部被ばくと内部被ばくという言葉は知ってるんです

けども、汚染ってあんまり意識されてないので、説明の価値としてもある

んじゃないかなと思いましたので、ぜひそのように直させていただきたい

と思います。 

委員長 はい。他、なにかございますか。 

D 委員 今のところで、汚染によって被ばくしたらどういう病気になるということ

を書くことも・・・。 

A 委員 難しいと思いますよ。決してそれを避けてるわけではないんですけども、

内部被ばくで、たとえば甲状腺のようにある程度はっきりしたしきい値が
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決まっているようなものは別として、そうでないものに対してここで言い

きってしまうと、それは何を根拠にという形で指摘されると思うんですよ

ね。かといって内部被ばくを甲状腺で書けばいいかというと、逆に言った

らそれも偏っているということになっちゃうので、それだったらこういう

ふうに概念的に内部被ばく外部被ばくという、まず概念を覚えてもらおう

と。甲状腺に関しては、後でヨウ素剤に関するところで出てきますのでね。

それでカバーしたらいいかなと思ったんですけどもね。 

D 委員 素朴な疑問として、何がどう悪いんだというのが、汚染イコール内部被ば

くプラス外部被ばくという言葉だけを受け取った時に、それが体の中に入

ってどうなるのかとか、一般的な、甲状腺がんになるとか、たとえば甲状

腺と書かなくても、がんになったりとかそういうふうに大まかに書くこと

でもやはりこの場合は難しいですか。 

A 委員 たばこのように、吸いすぎには注意しましょう、発がんの可能性が上がり

ますとか、そういう形で書ければいいんですけども、なかなかそこらへん

がまだ議論の途中の段階のものが多いので、それ自体を書いちゃうとやっ

ぱりどうかなという気はします。トーンダウンしてるわけでは決してなく

てね。特にここの最初の、放射能と被ばくというところですので。実は今

私ども自身が環境省のほうで、医師向けと一般向けの放射線の健康に与え

る影響の小冊子をまとめてるところでもあるんですけども、そこですら実

はそれが問題になったんですよね。なかなか、やけどとか日焼けのように、

投与された量と障害が並行するような障害の形と、発生率が変わるような

がんのようなものと、この二つのとらえ方があるんですけども、なかなか

発生率を及ぼすようなものに対してのしきい値というのがまだ全然決めら

れていないんですよね。放射線あるいは抗がん剤というのが他の薬剤と違

ってなぜ怖いかというと、発生率に関しては許容量がまだないんですよ。

今、簡単に許容量がないと申しましたけども、それがどれだけ大変なこと

か、そうすると安全域が決められないんです。安全域が決められなかった

ら、一回胸の写真を撮っただけでも発がんということに関して全く影響が

ないとは言い切れんという形に文言上はなってしまうんです。そういうと

ころをつつかれると非常に、ましてや篠山市という名前の入った文書でそ

れを出してしまうと、その部分だけを問題にされてしまうんじゃないかな

と懸念するわけです。本当は言いたいこともたくさんございます。 

F 委員 でもやっぱり、じゃあなぜ逃げるんだという話になっちゃうので、何のた

めに出してるかというと、危ないから言ってるわけで、危ないということ

を書いたほうがいいと思います。たとえば「がんになることもある」と、

それこそファジーに、でも何かそういう恐ろしいことがあるというのを書
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いたほうが。 

A 委員 いえ、構わないと思うんですよ。本当を言うならば、確率的影響と非確率

的影響で、いわゆる障害の程度が増えるもの、脱毛であるとか水晶体の混

濁とか、プラス発がんということに関して、それぞれの閾値がわからない

けども、その可能性としては否定できないという文言を入れても僕はいい

と思います。 

C 委員 さっきの話で、F 委員の言われたことと同意見なんですけど、がんの原因

と言う、逆からの話の図を見たことがあるんですけど、がんの原因がたば

こであるとかストレスですとか放射性物質とかあると思うんですけども、

ということは、逆に言うと放射能というのはがんの一つの原因ですよね。

そこで、放射能だけががんの原因と言うふうに特定はできないと思うんで

すけど、F 委員が言われたように、たとえばタバコやストレスに加えて放

射性物質もがんの一つの原因ですとかね。そういう並列的な書き方はでき

るんじゃないでしょうか。現にそういうふうに、出回ってるものには書い

てると思うんです。そういう危険性というのは、F 委員も言われたように、

どこかで記述が欲しいなと思います。 

それともう一点なんですけども、5 ページの女の子が放射性物質を服に付

けている絵がありますね。これはとてもいいなと思ったんです。というの

は、やはり放射能の危険というのはなかなか可視化されない部分があって。

もともと見えないものなので。実際に服に付いたりとか手に付いたりとか

しているのが絵としてほしいなと思いました。だから下の絵だと全然人の

顔が見えないので。 

A 委員 いや、これはこれから変えるんですよ。 

E 委員 それこそこの女の子の絵をここに入れてもいいかなと。漫画家さんのタッ

チで。 

A 委員 このニュアンスでやってくださいということです。 

E 委員 F 委員がおっしゃっていたことは僕も出せればいいと思います。これはも

う文言の使い方になりますから、僕が文章を書いてそれを A 委員にチェッ

クしていただいて、これだったら大丈夫だろうという落としどころを作り

たいと思います。 

D 委員 被ばくと病気の因果関係を証明することは難しいと書くことも難しいです

かね。 

E 委員 複雑にしないほうがいいというか、説明しようとすればするだけつっこみ

やすくなるということでしょう。 

A 委員 放射線の影響として、他の発がん物質と同じように、発がんの可能性とし

て否定できないみたいな書き方の一文が加えられるぐらいかなと思うんで
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すけどね。 

E 委員 危ないから逃げろと言ってるわけだから。何かちょっとうまいこと考えま

す。 

A 委員 とにかく汚染を強調してもらったほうがいいと思うんですよね。 

委員長 はい、そしたらこの 4、5 ページは少しまた調整していただくということで。

その他、何かございませんか。 

F 委員 篠山市ってたぶん 65 歳以上の人が 3 割くらいあると思うんですけど、こ

の字の大きさで大丈夫ですかね。 

E 委員 ずっとこれはB5サイズで作るというふうに考えてやってきたんですけど、

それを僕の今の判断ではやっぱり A4 に変えようかなと。このあいだ、I 委

員さんからもとにかく文字の大きさを考えてほしいという話があって。今

出てるものは実際に作ろうとしているものよりもさらに小さいですけど

も。A4 にすると字はかなり大きくなると思うんですけども。けっこう情報

量入れちゃったので。 

委員長 1 ページが A4 ですか。ということは今日の資料よりは大きくなるんです

ね。 

E 委員 倍の大きさになります。B5 で作ろうと思ってきたんだけど、A4 に広げた

ほうがいいかなと。 

A 委員 大きいに越したことはないですよね。 

E 委員 持ち歩きやすいようにというふうに考えて B5 と言ってたんだけど、あま

り持って歩かないかなと。あと、イラストレーターさんから出てるのは、

子どもの事とかを考えるとルビを入れたほうがいいんじゃないかというこ

とで。ただ、全部にルビを入れるというのも大変なんですけども、どうで

すかね。 

事務局（課長） 大きさにつきましては前回もいろいろ議論していただいて、持ち運びしや

すいようにということで B5 サイズとさせていただいて、持ち運びできる

ということで名称もハンドブックにしようという形で進めてきているの

で、ハンドブックという名称を使わないのであればそのままガイドブック

にして A4 で作っていただくか、そのあたりは検討していただいたらいい

んですけども。 

それと、先程 E 委員からありました、ルビにつきまして、前回委員長のほ

うからも、ルビをつけるかどうか広報紙とあわせてくれということでした

ので、いただいた原稿を広報の担当者に確認してもらいました。ルビは基

本的にほとんど振るようなところはなく、どちらかというとひらがなに直

すようなパターンが多いと。例を挙げますと、「○○して下さい」というと

いう表現を、ひらがなで「ください」とするとか、「○○毎」という表現を
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「○○ごと」にするというような形で、ルビを振るというよりはひらがな

表記という形で対応はできるんではないかということで確認をさせていた

だいておりますので、報告させていただきます。 

E 委員 そうしましたら、B5 サイズで作ったものを持ってきましたので、これでい

いか、これより大きくしたほうがいいか、回して見てください。 

A 委員 これで十分じゃないですかね。 

E 委員 これでいいですか。じゃあ予定通り B5 でいきますか。よろしいですかね。 

委員長 はい。その他なにかございますか。 

B 委員 PDF 化してダウンロードもできるようにするんですか。 

事務局（課長） 基本的には、全世帯分印刷はさせてもらいますけども、PDF 化したものを

ホームページ上に掲載する予定でございます。 

B 委員 その時は A4 サイズで打ち出せる形に PDF ですか。 

事務局（課長） そうですね。そうなります。 

E 委員 そうか、PDF は大きくなるんですね。 

A 委員 この間の関係者の会議の時に出たのがですね、これは一つの意見ですけど

も、6 ページの外部被ばくを避ける 3 つの方法、逃げるということの中で

ですね、家屋が倒壊していない程度の地震の場合には、屋内にとどまった

方が被ばく量が圧倒的に少ないというデータが出てますよと言われた先生

がいらっしゃるんですよ。ただ、それも一つなんですけども、余震のある

時に屋内に戻れなんて怖くてできないよと、一応僕も反論はしたんですけ

ども、ただ実測データでは確かにそうなるんですよね。とっとと逃げろと

言うけども、逃げるよりも屋内にそのまま避難してプルームが通り過ぎる

のが 1 時間 2 時間あるいは半日であれば、その方がトータルのカウントと

しては少ないですよと、それはどうするんですかねと言う意見も実はござ

いました。ちょっとそれに関してみなさんの意見がいただきたいのと、も

う一つは、福島から来られてた福島国際交流協会という財団法人が作って

いるものなんですけども、いわゆる外国人に対する災害時の対策について

です。外国人って篠山市に関係あるのかどうか私も把握してませんけども、

外国人の可能性としてまず観光客、2 番目として労働者、それから 3 番目

として奥様。ここらへんはどうかわかりませんけども、東北地方では非常

に外国人の方の奥様が多いんです。そのこともあって、外国人に対する災

害時の対策を非常に一生懸命されてて、外国人のための相談窓口であると

か、あるいはこういったパンフレットにもそういったものを併記すべきで

はないかという意見が多々出たんですけども。そこまですべきなのかどう

か、ちょっと篠山市の現状に関して、これは原子力災害だけじゃなくて災

害時の対応がどうなっているかちょっと教えていただけますかね。特に観
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光客も大変らしいですよ。お配りしているような、韓国語にタガログ語に

ポルトガル語に英語、中国語と、ここに電話したら答えてくれるというの

を配ってるらしいんですけども。 

事務局（課長） そこまではできてないのが現状です。 

委員長 篠山市は今、国際理解センター、いわゆる外部団体なんですけども、基本

的に市の外国人対応というのは国際理解センターにお世話になっている部

分があって、今回こういうものを作ることについて、協会の職員と相談し

ながら、どういう形でフォローしていくか。他の部分もなかなかできてい

ない部分があるので、引き続き検討していきたいと思います。 

E 委員 さしあたっては、こんなにたくさんの言語はとても無理だと思うので、英

語だけでもあると。私の知り合いが、チェルノブイリの時にちょうどロー

マにいたそうで、さっぱりイタリア語なんてわからなくて、ただホテルで

急に牛乳とチーズは国が出すなと言ったから出しませんと言われて、チェ

ルノブイリということもよく分からなかったそうです。それで、帰国して

からどうだったと言われて、というようなことがあったというふうに言わ

れてたので。もちろん英語が誰でも読めるわけじゃないですけども、簡単

な英語ぐらいは、何が起こってるかがわかるようにしてあげると、情報は

取れると思うんですよね。篠山市でタガログ語までやるのはかなり大変か

なとも思いますけども。 

委員長 それこそ観光ガイドブックなんかでもできるだけ外国語を入れたりしてる

んですけども、これもとりあえずまずは原型で、外国人に対する配慮につ

いてはまた引き続き国際理解センター等と相談しながら、できるだけ配慮

できるような形で。 

F 委員 このへんでしたらポルトガル語ですかね。 

E 委員 ブラジル人が多いんですか。 

事務局（部長） 篠山市に在住の外国人の方につきましては、平成 26 年時点で 468 人です。

今お話があったように、篠山の製造メーカーにブラジルの方がたくさんお

いでになりまして、468 人のうち一番多いのがブラジルの方で、120 人で

す。国際理解センターが、外国人の方が病院に行かれる時に付き添ったり、

いろいろな生活の支援をしているんですが、その 90％以上がブラジルの方

でございまして。英語に関しましては身近な方が訳して生活の支援をされ

ておりますので。篠山市の現状としてはそのような状況でございます。 

D 委員 産業高校丹南校の跡地に、兵庫医大が介護の学校を開くということで、200

人ほどベトナム人の方が寮生活をするというふうに聞いてるんですけど

も。 

委員長 それにつきましては、ベトナム人なんですけども、日本語のレベルが非常
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に高い方が来られるんですね。だからかなり日本語は堪能なんですよ。 

B 委員 （日本語能力試験）N2 以上でないと来られないので。N2 ということにな

ると、一応読むこともできる。漢字が全部わかるかどうかはわかりません

けど。 

委員長 先程あった、ブラジル人の方については、日本語が親もわからないし子供

もわからないということもあるんですけども、丹南校跡地に入られるベト

ナム人の場合は、学校としてお預かりになって、寮もそこで用意されて、

個々であまり動かないので、そこまで難しくないんではないかという気は

します。 

E 委員 ちなみに、滋賀県の能登川図書館は絵本コーナーにポルトガル語コーナー

を作ってますね。そこも工場がありますから。一角はポルトガル語の絵本

にしてましたね。 

C 委員 このガイドブックに関して、外国語というというのもバリアになると思う

んですけども、やっぱり漢字が多いとか難しい表現が多いというのもバリ

アだと思うんです。原子力事故のガイドブックで、文科省が放射線教育の

ハンドブックを作ってるんです。それは小学生版と中学生版があって、小

学生版というのは難しい言葉とか漢字は使ってないと思います。それで、

PDF 化してダウンロードできるようにすべきだと思うんですけども、たと

えば小学生が見たりする時に、内容はほぼこのままでいくとしても、「ハザ

ードマップや事故の予測などを過信しないこと」であれば、「事故の予想を

信じすぎないようにしましょう」とか、ちょっと簡単なやわらかい言葉と

かに直して、子どもでもダウンロードしたら読めるような、文科省がして

るような小学生版と中学生版のような、大人版と子供版でもいいんですけ

ど、ひらがなが多いようなものも PDF 化してほしいと思うんですけど。 

A 委員 それを一緒にやるのは妥当ですかね。というのは、文科省が出してるのは

原子力に対する理解を深めるための小冊子でして、避難ということとはま

たちょっと違うと思うんですよね。緊急時には子供の判断より大人の判断

が優先しますので、もちろん子供版もあればいいと思うんですけども、ち

ょっとそれをここに盛り込んで子供のほうにあわせてしまうのがいいのか

どうか、ちょっと僕は疑問です。 

C 委員 もちろんこれも作るんですけど、子どもが学習で使えるようなものを。 

A 委員 それはまた別口としてね。 

C 委員 それも内容を損なわない程度に、ひらがなを増やしたものができたらいい

なと思います。決してこれを簡単にしようということではないです。 

E 委員 いずれにせよ、ルビを振るよりも漢字を減らしたほうがいということがあ

ったので、ちょっとそれで直せるところは直します。表現も難しい漢字熟
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語よりも、変えられるところはね。 

G 委員 できるだけ平易な表現にされると思うんですけども、文章表現は基本的に

このままですよね。市のほうで最終的にチェックいただけたらと思うんで

すけども、ところどころ用字用語で気になるところがあって。たとえば 6

ページの外部被ばくを避ける 3 つの方法の 1 番、「放射線の力は距離の二条

に・・・」の「条」はこの字じゃなくて「乗」ですし、8 ページの大量の

放射性ヨウ素が飛来の最後の 2 行のところ、「危険な基準を越えていまし

た。」の「越える」は「超える」だと思いますし。それとその下の段、「放

射性ヨウ素の甲状腺被曝」の「曝」は、他の箇所ではひらがなを使ってい

るので。それから、ちょっと気になったところですけど、23 ページの真ん

中の段、「内部被ばくを低減するための特性カッパ」と書いてあるんですが、

「特性」ってこういう字を書くんですか。 

E 委員 ああそうか、製品の「製」ですね。 

G 委員 ちょっと用字用語をチェックしていただければと思います。 

E 委員 はい、ありがとうございます。 

委員長 はい、他に何かございませんか。 

H 委員 8 ページなんですけど、一番最後のところで、篠山市の風の方向なんです

けど、北側と南側から吹くことが多いので西に逃げるのがベストですと、

これは言い切っちゃって大丈夫かなと。 

E 委員 もう少し表現を弱くしましょうか。 

H 委員 なにか、読んだ時に西側というのが頭に残っちゃうのかなと。 

E 委員 これは確定的なことは言えないところですから、少し表現をぼかします。 

F 委員 シミュレーションのやつを見たら、香美町も大丈夫みたいですね、西にな

りますから。だから僕は西でいいのかなと思っていたんですけども、どう

なんでしょうか。 

A 委員 一概に言えないですよね。 

E 委員 あとから、1％ぐらいの確率で西に流れることがあって、その時にあたっち

ゃったら、西に行けと言われたので西に行きましたとなっちゃいますよね。

ちょっと表現は弱めます。ただ、基本は確率的なことを言うと、柏原の測

候所のやつを 1 年間ずっと見ていたら、篠山は割と楽だなと思ったんです

よ。割とはっきりしているので、他に比べてこっちだと言いやすいところ。

だから概ねにしていいと思うんですけど、おっしゃるようにちょっと表現

をぼかします。 

D 委員 15 ページの、篠山市の見解を踏まえて後日再構成するというのは、これは

どういうことですか。 

事務局（課長） この部分につきましては、第十条の通報が出たら避難の合図ということで、
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基本的には十条が出た時点で通報を受けるわけですが、その時点で避難で

あったり安定ヨウ素剤の服用を検討し始める必要がありますが、自治体に

すべての情報が入ってくるわけではないので、住民さんそれぞれが情報収

集に努めていただいて、自らの判断においても避難していただく必要があ

ると考えているというような形の表現で入れさせていただこうかとは思い

ますけども。確定ではないですが、そういうようなニュアンスのものを入

れさせていただけたらというふうに考えております。 

D 委員 イラストも入るんですか。 

事務局（課長） そうですね、文字だけだとなかなか読みにくいので、そのあたりは最終的

にはまた E 委員らとも打ち合わせしながら、なにかわかりやすい形で入れ

させていただきたいとは考えております。 

F 委員 十条通報と、先程 A 委員がおっしゃっていた、逃げずに中にいたほうがか

えっていいんじゃないかという話なんですけども。たしか国は 30 ㎞よりも

外だったら、まず中に籠れと、そこから避難しろと言ってるけども、篠山

市はとっとと逃げろという話でスタートして、だからこういう文書も出て

くると思うんですけども。この十条を信じたら、まず篠山市の人間は、国

やテレビから、外に出ないで中にいなさいという放送がかかると思うんで

す。でも篠山市はとっとと逃げろと。こういう矛盾をどうするかがちょっ

と。 

委員長 そういう意味でですね、これは今検討委員会で検討していただいていて、

最後はやっぱり市としての考え方、市民の実勢とかそういう部分が要るの

で、その部分は少し市のほうにゆだねて、市長の考え方なりを少し書いて、

最終的に市のものとして作成をさせていただこうということで。今までか

らもずっと、おっしゃるように、国は屋内退避だと言ってるわけです。で

も篠山市の場合はやっぱりそれではいかんということで、逃げようという

方向でやってきていて、そういう篠山市としての考え方はやはり市でない

と書けない部分があるので、できれば今日市のほうへ報告してもらって、

それに市の考え方を加えて、最終的に市のガイドブックを完成させようと

いうようなことで、少し空白の部分があるということです。 

D 委員 これは後でどうなるかですけども、とっとと逃げるということの重要性を

強調しながら、篠山市は十条通報が出た時に、とっとと逃げろというふう

に市民に言わないかもしれないということですか。他のページも、安定ヨ

ウ素剤をいつ飲めばいいのかということが 20 ページで書いていますけど

も、実際十条通報が出た時でも、みなさん飲んでくださいというふうに市

長から市民に連絡するというわけではないということですよね。 

委員長 というより、今の情報伝達手段では、伝達しきれないんです。 
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D 委員 ここにあえて書かないということは、そういうことだというのがあらかじ

め共通理解としてあるということなんじゃないですかね。 

委員長 それは自己判断という意味ですか。 

D 委員 十条通報が出た時に、とっとと逃げろというようなことを篠山市は言いま

すということを見解としてここに書いてしまえば、明らかに国の見解と矛

盾があるということですよね。避難に至るには、500 ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄ実測とい

うのがなかったら、十条通報が出た時でも、基本今の段階では、屋内退避

がベースになってるわけですね。国の指針としては。 

E 委員 それは 5 ㎞圏内もそうです。 

D 委員 なので、実際にとっとと逃げろということを、まだ防災無線なりが生きて

いるという段階においてですね、そういう状況がみんなにメールで一斉配

信することが可能であるという状況においても、とっとと逃げてください

というのを、委員会でも話し合ってきてましたし、ここにおいてもずっと

大事だろうということを言ってたんですけども、厳密に書けば書くほど矛

盾が起こってくるということなんじゃないかなというふうに思って。 

委員長 結局、どうしてほしいということですか。 

D 委員 どうしてほしいというか、20 ページの安定ヨウ素剤のところで、いつ飲め

ばよいのかというふうなことを書きながら、市からは一切いつ飲んでくだ

さいというのを書かなかったことにおいてこのページは成稿してるわけな

んです。 

E 委員 いや、でも第十条通報が出た時ですって書いてますよ。 

D 委員 だけど市のほうからはアナウンスしないということですよね。自分で判断

してくださいということでしょ、それは。 

E 委員 いや、事実上ここは十条通報が出たら飲んでくれと。 

D 委員 だから十条通報を知る手だては、十条通報が出ましたよというふうに市の

ほうから配信が来たとしても、それと同時に安定ヨウ素剤も飲んでくださ

いというふうには言わないということでここのページは成稿してるわけな

んですよ。だから、こういう書き方と同じようなやり方を 15 ページにおい

ても、うまく表現でカバーするということでなければ、難しいんではない

かなと。 

A 委員 先程僕が言いたかったのもそれなんです。どう表現していいのかわからな

いんですけども、十条通報が出た時に、避難ということに関して、屋内避

難なのか現場から離れるのかという明確な指示は市の側からは出す出さな

いということをここに明記しないということだと思います。 

I 委員 今の話で、実際にたとえば台風等の災害が起こりますよね。必ず対策本部

が発足するんです。そこへ私も参加するわけですけども。それでどうなる
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かというと、いろいろと状況判断が出てくるわけです。だから、そういう

ことは避難訓練において仕組みを作り上げておかないと。E 委員の講演を

聞く中で、消防団員が逃げていいのかどうかという話も出ている中で、そ

ういうこともやっぱりしていかないといけないと思いました。要は、市長

が指示を出すのかどうか、これはこの冊子よりも後のことだと思って私は

発言しなかったですけど。ここは本当に難しいところなんですよね。だけ

ど消防団は逃げたらだめなんですよね。広報活動をしてもらわないとだめ

なんですよね。というようなことで、今後において避難のあり方、訓練の

やり方のフローチャートを作って、火災・災害・行方不明者の捜索、全部

フローチャートができてるんです。そういうようなことをやっていかない

といけないんじゃないかなと。市長は自分一人で判断できませんからね。

当然、兆候があれば対策本部を作ると思いますので。 

A 委員 このハンドブックというのは、いわゆる交通標識と同じで、落石注意とい

う表示があったとしたら、落石があろうとなかろうと注意しなければだめ

だと考えるための一助となるハンドブックであって、その時にこうやって

回避しなさいであるとか、上を見なさい下を見なさいと言うところまでは

言及しないという、そういうものではないかなと。落ちてくる石を見るの

か落ちた石を見るのか、落石注意だけでもいろんなとりかたがありますか

らね。ですからそこまで言及しちゃうとかえって方法論を誤るんではない

かなと気がするんですけどね。あくまで考える元となるのがこのハンドブ

ックというふうに私はとらえてたんですけどね。 

C 委員 ただですね、市民の方は、率先的避難者たれということはここに書かれて

いるので、もし危険が予測される場合は積極的に逃げてくださいというこ

とは、住民の方が認識として持っておかないとだめだと思うんです。市と

しては、十条通報が出ました、十五条通報が出ましたということは必ず通

知してもらわないといけないし、市民の方としてはそれで察知して逃げる

必要があるという判断力を磨くのがそれまでの学習だと思うんです。その

学習というのは一方で進めていただかないといけないし、ちょっとさっき

の話に戻るんですけど、子どもも学校で防災学習をやってますので、やっ

ぱり子供が手に取って見てわかるものも欲しいんですよ。これは後でいい

んですよ。子供版とか、平易な言葉のものもダウンロードできるようにし

てほしいなと思います。 

E 委員 それは努力しましょう。それで、実はここはかなり、十条通報と十五条通

報というのを出す時まですごく悩んで、というのは、国はさっき言ったよ

うに 500 ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄというものすごく大量になってから逃がすというの

で、その段階だったら屋内退避のほうがいいと思います。500 ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄ
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が来ちゃってるんだったらね。基本的にはその前に逃げようという考えで、

あとさっきのシミュレーションは基本的に福島原発事故と同規模のことが

起きるという想定だと思うんですよ。ところがあれは、4 号機のプールが

ギリギリで破局的な事故になる前に止まった事故ですから。次はあれを

楽々超えてしまう可能性というのは理論上十分にあるので、早く逃げたほ

うがいいということですよね。ずっと話してきたのはそういうことだと思

うので。安全原則というか、それこそこのあいだも浜松で不発弾が見つか

ったということで新幹線が止まるとか、だけどほとんど爆発もしないだろ

うし大丈夫だろうとやってる側も思ってると思うんですけども、避難勧告

も出てますよね。台風なんかの時にも早めの避難ということが言われてる

から、その考えを適用したら早めに逃げちゃえばいいという考え方になる

んだけども、原子力だけはあまり怖さを強調したくないのでそういうこと

を言わないとなっちゃうと。それで、心配しなくても 30 ㎞以上はたぶん何

も出ません。なぜかというと、原子力災害対策指針というので、最初は、

30 ㎞以遠はプルームが通過するのでこれに対する対策は追って書きます

と言っていたのが、その次の修正で全部消えたんですよ。だから国は 30

㎞以内の事しかもう言わないというふうにしちゃってるので。だから逆に、

篠山市に屋内退避勧告は国からは出ません。好きにしてくださいと。だか

ら 30 ㎞よりも外は、国のしようとすることに対して何の規制もないという

か、自分たちで離れたりすればいいということだと思うので。そこはいい

と思うんですけど、十条・十五条って決め打ちで書いていいのかなという

ところが悩ましいところだと思うんです。 

委員長 おっしゃるように、この部分は最終的に市として責任が出てくるので、こ

のあたりの表現については、答申を受けて市のほうでどういう表現にする

かというのは少し市にゆだねていただいて、当然またご相談させていただ

くこともあるかとは思いますが、非常にデリケートな部分なので。今まで

からずっと議会ともそういうやりとりをしてきているので、最終的に市が

発行する場合にどういう表現をするかというというのは、市のほうに答申

をしていただいてから市のほうでまた検討を加えてという形にさせていた

だきたいと思います。これは、国がどういう指示をするかというのは、市

長はあまりあてにしていないというか、なかなか国というのはそんなに正

直に言ってこないだろうと。だからこそ篠山市民はみんなで考えて自分た

ちの身を守ろうという考えもあるので。そういうことも含めて、ちょっと

少し市のほうにゆだねていただいてもいいのではないかなと思います。 

F 委員 さっきの、不発弾とか火事の時に避難するのは守るためで当たり前のこと

だと思いますし、原子力災害が起こった場合に逃げるのも安全のために当
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たり前のことだし、その場に残るのも安全のためなんですよね。別に危険

にさらすためにそこに居させるわけじゃなくて、国はそちらのほうが安全

だからという考えでここに居ろと言ってるわけで。国は屋内退避が良い、

我々は避難が良いと言ってるだけで、どちらも安全のためですよね。 

E 委員 いや、それは違います。なぜ違うかと言うと、内閣の副官房長官だった福

山哲郎さんが、自著の中ではっきりと、本当は 20 ㎞から 30 ㎞も逃がした

ほうが良かったけど、とても準備ができないから言わなかったと書いてあ

るんです。 

F 委員 それは、失礼な言い方になるかもしれませんけども、一個人の意見で。そ

れに反対する意見はないんですか。 

E 委員 いえ、内閣副官房長官という現実の避難対策を担った人の、その時の実情

です。だからそういうふうな、避難する準備ができてなかったから、要す

るに安全かどうかの判断じゃなくて準備ができなかったから逃げろと言わ

なかったんだということを自著にはっきり書いてます。これは責められな

いとも思うんですけどね、全然準備をしてない時にああいう事故が起こっ

て、その時にわかにそれだけの膨大な人数を逃がせるだけの準備もしてな

かったから、逃げろとはとても言えなかったという。だから、安全かどう

かじゃないんです。 

F 委員 じゃあ、安全のためには何が一番かというと、屋内退避じゃなくて避難す

ることが一番で、それが今一番正しい意見なんでしょうか。30 ㎞圏外の篠

山市においては。 

E 委員 僕は逃げるのが正しいと思います。 

F 委員 申し訳ないですけど、思うんじゃなくて正しいんですか。 

E 委員 正しいです。僕が十条通報と言ってるのは、十条通報と十五条通報は、十

条の段階と十五条の段階とで、ワンクッションあるんですね。事故はどこ

まで拡大するかわからないので、対策として正しいです。 

C 委員 避難する時に、病気の方とか逃げたくても逃げられない方がおられますよ

ね。ですので、家庭によって逃げるかとどまるか、そこは F 委員も言われ

るようにそれぞれの判断がある部分もあると思うんですけど。ただ困るの

は、東北の震災の時に大川小学校という小学校があって、津波の想定区域

外だったんですけど、子どもたちの中にはこの場から離れたいという子が

いたんですけど、学校が組織としてこの場にとどまって待っておきなさい

という指示をして、結果津波にのまれたということがあったんですけど。

それぞれの判断ができないという状況が生まれるのがいちばん危ないと思

うんです。篠山市で、家庭によっては避難したいという家庭が出てくる状

況が必ずあると思うんですけど、そこで、共通理解としてはたとえば避難
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の際には家庭に判断をゆだねるとか、家庭に帰すとか、そういう判断をそ

れぞれの個人でできるだけできるような、それは避難計画とかそっちのほ

うになると思うんですけど、一律に市が絶対に残りなさいとか避難しなさ

いとは言えないんですが、できるだけ個々の判断で逃げられるような状況

までは共通理解をしておきたいと思うんですけど。 

A 委員 個々の判断の考える要素を与えるのが今回のハンドブックであって、考え

るためには材料が要りますから。たとえば患者さんに、あなたは癌ですと

言うだけだったら患者さんは不安になるだけでしょ。こういう治療方針が

ありますよと言うことをいくつか示してあげないと。それが行政の義務で

しょ。その材料を与えるハンドブックを今作ってるわけですから。 

E 委員 だから 19 ページはそれを入れてるわけですよね。逃げ出し困難な時には立

てこもるとか、要介護者を守る準備をということで、短いですけど。それ

とか経管栄養剤ととろみ剤の不足が一番深刻だったということがあったの

で、一文入れておいたということですよね。だからたとえば介護職の方な

んかが、ああそうなんだなと知っておいていただくだけでもちょっと違う

だろうということですよね。 

A 委員 C 委員のおっしゃるように、個々の裁量権というのは重視したいと思うん

ですよ。ただ材料がないと、余計にこんがらがっちゃうんですよね、その

時になって。だから考える根拠が欲しいなという、その参考にするための

材料というのは、しっかりした、かつあまり偏ってない方がいいんじゃな

いかなというので、困るわけですよね。 

C 委員 私が言ってるのはどちらかというとこの後の話で、いざ学校にいる時に十

条通報とか十五条通報が出た時に、下校までずっと学校にいるのかどうか、

家庭に判断を任せて帰すのかとか。そのへんは避難計画の話にはなってく

ると思うんですけど、それは後でいいです。 

E 委員 あと検討していただきたいのは、ページに少し余裕ができたので、篠山市

のことが全然書いてないなと思って、22 ページを大きく開けたのは、やは

りこの原子力災害対策に関してはすべて市長のイニシアチブで作っていた

だいたというのがあるので、市長からのメッセージというページというの

があってもいいんではないかなと思って。 

委員長 はい。それはそういうことで答申をしていただいて。 

E 委員 はい。あと、この市民の命と安全を守るためにということで消防団のこと

も入れさせていただいたんですけども。奥付みたいなものがこの差しの中

に無かったのでここに持ってきたんですが、これでいいでしょうかね。一

応漫画家さんとレイアウトさんの名前は入れてあげられればいいなと思っ

ているのと、考えてみれば原子力災害対策検討委員会が全然出てないので、
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たとえばここに「編集 篠山市原子力災害対策検討委員会」と入れますか

ね。 

委員長 市のものになってしまうので、それはたぶん出ないと思います。 

E 委員 そうですね、じゃあそれでいいです。 

委員長 あるいは市長のコメントの中で、委員会にお世話になってこういうものが

できてきたとかいうのはありだと思うんですけども。 

A 委員 ひとつよろしいですか、余計なことかもしれませんけども、今回我々はハ

ンドブックをまとめましたよね。もちろんこれがそのままというわけでは

なくて、まず市議会なり市長あるいはそれぞれの諮問機関で再度検討され

て訂正されてという形になると思うんですけども。よければですけども、

我々も、専門家も集まりそれぞれの機関の代表者も集まりこういうものを

作ってまいりました。市がこれを検討される場合、第三者機関にこれをゆ

だねられるんですかね。 

委員長 いえ、そういうことはまったくしません。 

A 委員 そうですか。となったらこれの是非を問う判断というのはどのようなレベ

ルでされるのかというのが、もしわかれば。 

委員長 是非を問うのは、この委員会ですね。 

A 委員 ここはあくまで案を出す機関でして。 

委員長 今の手続きの予定としては、これを市がお預かりして市長が見て、議会も

内容に関してどうということはないと思うので、ほぼこの通りにいくとい

いうような形になると思いますけど。 

A 委員 もう一度これに対しての判断基準が何か入るのかなと思ったんですけど、

そうではないんですね。 

委員長 ないですね。 

A 委員 それは責任重大ですね、逆に言えば。 

D 委員 前も言ったんですけど、この漫画の部分の吹き出しというかコメントとい

うか、これを篠山弁にしてもらうというのは。 

E 委員 そうですね、最初はそう考えてたんですけど、どうでしょう、できますか。 

A 委員 ただ、それも馴染みがあっていいかと思うんですけども、篠山市によそか

ら来られた方もおられるし、できるだけ共通言語というのが理解してもら

いやすいのではないかなと。わざわざローカルに走る必要はないんではな

いかなと思いますけども。 

E 委員 最初は僕もそう思ってたんですけどね。 

委員長 先程もちょっと言いましたけども、ある程度広報紙等とレベルをあわせる

というか、そういう意味で言うと、まずはある程度標準的なパターンでい

いのではないかと。 
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D 委員 あくまで漫画ですよ、本文じゃなくて。 

A 委員 もし方言を入れて、篠山出身じゃない方がわからなかった場合を考えると、

そのリスクのほうが僕は大きいと思うんですよ。 

D 委員 語尾を変えるぐらいならわかるんじゃないですか。 

A 委員 篠山の方がそう思っても、わからない方がいらっしゃるかもしれないでし

ょ。可能性の問題なんですけども。 

D 委員 そうしてもらったほうが話題にもなっていいかなとは思ったんですけど

も。 

E 委員 最初はそう思っていたんですけどね。 

委員長 とりあえず標準的な形で、また将来改訂版が出る際には検討するというこ

とで。 

I 委員 A 委員から資料があった、外国人に対する災害時の対策、篠山市も 1 月 22

日に防災訓練をやるんですけども、企業にお勤めになっている外国人の方

に参加をしてもらおうということになったんです。私の自治会にもブラジ

ルの方が一戸数人おられるんです、家族で。日本語はよく分かるんだろう

けど、自治会の付き合いは全然ないし、おそらくこんなことも知らない状

況だと思うんです。だから、私は外国人に対する災害時の対策、これはや

っぱり、今はいいですけども、その次の段階には入れて取り組むべきじゃ

ないかと。 

E 委員 そうですね。避難弱者になっちゃいますから。 

I 委員 はい。ということで、防災訓練に参加してもらう初めての企画になります。

これは報告なんですけどね。原子力災害においても入れられたらいいと思

います。 

委員長 はい、ありがとうございます。他に何かございますか。 

J 委員 このガイドブックを見せていただいて、E 委員、A 委員には大変なご尽力

をいただいてここまでのものができて、素晴らしいものができたとうれし

く思います。そのうえで、今までから申し上げてきましたように、市の行

政としての責任を、原子力災害に対してどれだけ果たせるのかというふう

な点では、やっぱりまだまだ検討されてない部分が多いんですね。それと、

このハンドブックの中のたくましく備えようという言葉の中にも、たくま

しく備えるのは誰なのかと。これは市民がたくましく備えましょうという

意味かもしれませんが、やっぱり市としてたくましく備えるということな

らば、市としてたとえば、子どもというのは自分で運転して逃げられませ

んし、電車に乗っていくこともできませんし、親の責任において逃げない

といけないようになるし。それから何回も出て来てますように、老人ホー

ムに入ってる方とか、障害のある方とか、そういった方もたくましく逃げ
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るというのはどうすることなのかと。どうにもたくましく逃げられないか

ら、福島ではお年寄りの方が置いて行かれて亡くなってるわけですね。そ

ういうふうにして、逃げられないものにたくましく逃げろなんて言ったと

ころで、逃げられないという人がたくさんいるのに対して、市はどうする

のかということをたくましく考えるならばたくましくという意味がある程

度あるけども。たくましくというのが非常にむなしい感じがするんですね。

それはやっぱり、素晴らしい中身で、住民の原子力防災に対する学習の資

料としては非常に素晴らしいものができてうれしく思うんですけれども、

まだ残されてる課題というのは、市としての行政の責任にたくましくどう

いうふうにやろうとしているのか。市長としては何も命令することもでき

ないというか、国の言うとおりにせざるを得ないというような状況があっ

て、その中で国があまりにも無責任なために、たくましく備えることがで

きないために、こういうものを市が作らざるを得ないと。それに対してた

くましく備えるなんていうのは市の力ではどうにもできないぐらいの大き

な仕事でありすぎるというふうに思うんですね。その中で、いかにして住

民に放射能の恐ろしさとか害とかそういうものを科学的に認識してもらう

かという点で、非常にご努力いただいて、いろんな角度から検討いただい

ているのは本当に頭が下がるんですけども。市としてたくましく備えよう

ということがちょっと曖昧でむなしい響きがやっぱり避けられないんでは

ないかなと。市としてバスを出すとか電車を出すとかいうようなことを何

もしないで、たくましくなんて言えるんですかね。そういう点で、たくま

しくという言葉について、ちょっと軽い感じというか、実体が伴わないと

いうか、そういう言葉になっていて。市民にだけたくましく逃げなさいと

言うことが、とっとと逃げるのも残っておりまして、これは市民にだけ逃

げなさいと言ってるんだけど、これは実際にできないことです。国として

も、できないのでこれは言わないわけですね。先程もありましたけど、国

は 30 ㎞圏外は逃げなさいとは言わないと。それができないので市町にみん

な丸投げして任せているわけで。それに対して我々は一番しんどいことを

検討しているんですけども。検討委員会としても市としても、逃げるなん

てことは実際は無理だということをしっかり認識せざるを得ない、放射能

のことを学習すれば逃げるのが難しいというふうになってくるんです。そ

してその時に市として取るべき態度というのは、逃げろと言うだけではな

くて、やっぱり福井地裁なり大津地裁で判決があった人格権という言葉で、

国が営業したりするような営利のための権利と違って、生存権というもの

が一番基本にあるというのが福井地裁なり大津地裁の判決の原点になって

ますけど。そこに帰って、市としてやることはなにか、やっぱり事業者に
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対してもっと請求するべきことは請求する。ヨウ素剤の配布にしても、も

し事故があった場合には、事故がありませんと言って、安全であるという

ことを言って、安全であるからあえて避難する必要も言わなかったし。そ

れも 100 万分の 1 ぐらいの確率でしかそういう事故は起きないと、事故の

5 年前に国会で言ってるんですね。そういう中での避難対策というのを 5

㎞なり 30 ㎞圏内でしていて、それが何も変わってない、ただ基準だけ緩め

たと。今までの 1 年間に浴びる最低の許容量は 1 ﾐﾘｼｰﾍﾞﾙﾄであると言われ

ていたのを 20 ﾐﾘｼｰﾍﾞﾙﾄにしたり、それから先程あったように 500 ﾐﾘｼｰﾍﾞﾙ

ﾄまで広げると、そういう非常に無責任なことをやってるわけですね。その

中で逃げろと。国の無責任さとかそういうものに対して地方自治体として、

地方自治体というのは国と同じように住民を守る大きな権限を持っている

と憲法にも書いてるわけです。国が上にあるわけじゃないと。それが今は、

国が上にあって国の言うとおりにしなければ、ヨウ素剤もなかなか買えな

いと言うが、ひたちなか市のところでも国に従ってるわけですけども。住

民の命こそが一番大事だというのが民主憲法ですね。篠山市としては住民

の側に立ってやるんだということを示された点は素晴らしいと誇りに思う

んですけども、それをさらに原子力の問題についても住民の側に立って、

たくましくやるのは市民ではなくて行政ができることをやっていただくと

いう。そのために、もっと強力な取り組みになるように頑張っていきたい

と、市としても頑張っていただきたいなと思います。 

委員長 だいぶ時間も迫ってまいりましたが、他にはよろしいでしょうか。 

D 委員 チェック表をもうちょっと充実してもらったりとかはできないですか。 

E 委員 具体的にこうしてほしいという案を出してください。 

D 委員 たとえば、車にガソリンが入ってるかなとか。困った時に、ガソリンが入

ってなくて、皆ガソリンスタンドに並んでとかいうことがありますよね。 

F 委員 もしそれだったら、他の災害の時にも役に立つわけですよね。大雨の時も

ガソリンは関係あるわけだから。 

D 委員 例えばここのイラストのところに車が描いてあって、「ガソリン入れたか

な」と誰かが言ってるとか、そういうのを入れてもらうとか。 

E 委員 それは可能ですよね。もう絵ができてるから小さくなりますけど。 

D 委員 歩いて逃げるっていうシチュエーションが少ないじゃないですか、篠山は。

みんな車で逃げることになるでしょ。自分の車に空っぽになるまでガソリ

ンを入れない人もいますけど、ある程度減ったら入れたほうがいいという

ようなメッセージをそういうところに込めたりとか。 

E 委員 はい。じゃあ、それは入れましょう。 

B 委員 お薬手帳もね。 
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E 委員 なるほど、わかりました。 

D 委員 持ち出し品のところも、最低限書き出せるものがあるならば、最初から書

いておくとか。 

E 委員 印刷の段階でね。 

D 委員 そうです。すべて自分で考えて書きこむというのは、なかなか。貯金通帳

だけとかになってる人もいるかもしれないし。 

事務局（部長） 先程 D 委員もおっしゃってますように、持ち出し品については、必要最低

限のものは例示をさせていただいたらと事務局のほうも考えております。 

E 委員 わかりました。このチェック表のところを少し作り変えると。あと、絵と

して車のガソリンのやつを。 

C 委員 感想的なことなんですけども、先程 J 委員がたくましく備えるということ

について言われてたんですけども。でも実際、国から原子力災害対策をし

ろとも言われていない自治体が、国とか事業者から資金的な補助も全然な

い中で、ここまで事務局のみなさんも尽力されて、安定ヨウ素剤の配布も

されて。それが、お子さんの 74％ぐらいが実際に受け取りに来られてると

いうのは、非常にたくましい成果が出てるんじゃないかと思うんです。市

から呼びかけて、市民の方もそれに応じておられるので。ただ、J さんが

おっしゃることはよく分かるので、これから市民だけじゃなくて、行政に

ほうも一緒に頑張っていただいたらと思うんですけど。こんなことは誰に

もやれと言われてないことですけど、流れができてるのがすごいことだな

と私は思います。 

J 委員 先程もいろいろ申し上げたんですけども、たくましくの中身として、今後

市民の学習というのを、学校のレベルや市民のレベルあるいは施設のレベ

ルで学習していただく資料として、非常にこれはわかりやすく書かれてい

て。漫画というのはそういう点で素晴らしい力を持っていて、文字だけで

は読む気もあまり起きなくなるのを、読んでみようかという気持ちが起き

たりする大きな力を持っていると思うんですが。ただ、漫画の力というの

は、この表紙の色をどうするかというのにもかかってますけども、色の中

にちょっと濃い色が入っていて、なかなか細かい配慮がしてあると思うん

ですが。そういうようなものでも、あまり暗い色にすると嫌悪感を覚える

ということになるのも困るし、そこらはなかなか微妙なところで、その点

で苦労されていることがよく分かって、大変なことだったと思うんですが。

あまり明るくしすぎると、原子力というのはそれほど怖いものではないと、

命を奪われる危険を持つものであるにもかかわらず、逃げたら済むことだ

と、また戻ってこられるんだというふうな軽いイメージになるんですね、

たくましくぐらいでは。ここに戻ってこられないかもしれないという深刻
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さが何も出てこない。ただとっとと逃げるということで、また帰ってこら

れるということを前提にしているんですが、実際には福島の人で帰れない

人がいまだにいらっしゃるんですね、10 万人近く。そういうことになりか

ねないという、土壌や水が汚染されたら、帰ってきたところで非常に危険

なところになってしまっているということがあるわけですから。そういう

中で、学習の中身ですが、これは初版ですから、みなさんで学習しながら

いろんなことを補足して、また第二版を作って学習していくというふうに

して、そういう取り組みというのもたくましくの中に、生きている 50 年間

ぐらいの短いスパンの問題だけじゃなしに、原発の災害が何年後に起きる

かわからない、まだ再稼働するというようなことを言ってますから、30 年

先に起きるかもしれませんので。そういった点で、住民の学習というのは

終わることのない学習をやっていかないといけないんで。そういう大きな

見通しも、将来を見通した長期的な展望ですね、小学校の子供が原子力を

みんな理解するというのも難しいし、そういった点で少しずつ、どの学年

でどのようなことを教えるかというようなカリキュラムのことなんかを考

えたら、なかなか原子力というのは大きな問題すぎるので、安易にこれ一

冊だけで、作って終わりになる問題ではない。いかに学校の先生方にも学

習していただき、あるいは住民の中にも原子力の問題についていろいろ話

のできる語り部さんを養成するためにどうするかというふうな点とかね。

そういった点で今まで人権学習のようにして進められていた、あれも一つ

の方法だと思いますけども、これは 1 年に 1 回、1 時間から 30 分ほどやっ

て理解できるような内容とは違いますのでね。そういった点で、継続的に

やらないといけないし。たくましくというのは、行政としてしっかりそう

いうたくましい取り組みというものを今後しっかり検討していく必要があ

るだろうと思います。 

委員長 はい、ありがとうございます。一応時間になりましたので、今日はこうい

うことで。申し上げたように、ハンドブックは今後まだ修正も加わるんで

すが、一応今日の時点で、検討委員会としてこの後市長のほうにお渡しい

ただいて、明日議会の最終日があるので、全員協議会の中で、検討委員会

ではこのような内容でご検討いただいたということで、議会のほうでも見

ていただいてご意見をいただいたらいいということで、今この時点での案

ということでこのあと市長のほうに答申をしていただくということにさせ

ていただきたいと思います。そういうことでよろしいでしょうか。 

事務局（課長） 最後に確認だけなんですが、最終的に大きさは A4 ですか。 

E 委員 B5 です。 

事務局（課長） はい、わかりました。ありがとうございます。 
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委員長 そういった点も、また少し確認しながら進めていきたいと思います。 

D 委員 私の希望なんですが、市長からのメッセージというところがありますよね。

これ、文章はかなり E 委員オリジナルのところが多分にあって。市長メッ

セージの中で、原子力災害対策検討委員会の E 委員が中心になってとか、

そういうところをちょっと触れていただくことを市長にお願いしてもらえ

ないでしょうか。 

A 委員 今の意見ですけど、このパンフレットというのは市民に対するものでしょ

う。本当にそれが必要ですかね。我々は単なる影武者であって。 

D 委員 わかってるんですけど、漫画とレイアウトの方のお名前はここに入ります

よね。 

A 委員 それは著作権の問題です。 

D 委員 ですよね。それで、文言を E 委員が考えてくださったのが、ボランティア

ではないにせよ、それの著作権等は篠山市に帰属するわけですけども、こ

れは私の希望だけですけど、市長からのメッセージの中に、一言 E 委員の

名前だったり、アドバイスを A 委員からいただいたとか。 

A 委員 というのは、固有名詞が入った場合に、それによってかなり色付けがされ

ますのでね。そのリスクを僕は考えるんです。あくまでこれは自治体が自

主的に作ったものであるという体をとった方がいいんじゃないかなと僕は

思います。 

E 委員 ありがたいけど、それで僕もいいと思います。 

D 委員 はい、じゃあそういうことで。 

委員長 はい。ではそういうことで、副委員長お願いします。 

 

４．その他 

５．閉 会 

副委員長 はい。委員会のほうも 18 回を数えまして、一つの大きなハンドブックを作

成することができました。去年は提言をしていただき、今年はハンドブッ

クを作ったということで、毎年着実に成果が出ておるんではないかなとい

うふうに思います。本当に御苦労様でございました。まだまだ課題はたく

さんあるということで委員長のほうから聞いておりますし、今後ともどう

ぞよろしくお願い申し上げまして、これで本日の会を終わらせていただき

たいと思います。どうもご苦労様でした。 

 


